
令 和 ８年 度

中間市職員採用試験案内 【経験者枠】

（ 事務職 ・ 事務職(ＤＸ) ・ 土木技術職 ・ 建築技術職 ・ 消防職 ）

【第１次試験】 令和８年７月２５日（土） ～ ７月２６日（日）

○試験区分 ： 一般事務職 ・ 一般事務職（ＤＸ） ・ 土木技術職 ・ 建築技術職 ・ 消防職

○試験会場 ： 中間市役所 （中間市中間一丁目１番１号）

【受付期間】 電子申請による受験申込み

令和８年６月１５日（月）午前８時３０分～令和８年７月３日（金）午後５時１５分

〇原則、電子申請を行っていただきます。

〇やむを得ない事情により電子申請ができない場合は、ご相談ください。

＊期間内に提出できない場合や申請に不備がある場合は、一切受付けませんのでご注意ください。

（問合せ先）

中間市役所 総務部 総務課 人事給与係

〒809-8501 福岡県中間市中間一丁目１番１号

電話 ０９３（２４６）６２３２ （直）

中間市ホームページ https://www.city.nakama.lg.jp/中間市
NAKAMA CITY

https://www.city.nakama.lg.jp/
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中間市では、既成概念にとらわれない豊かな経験と行動力を活かして市政に挑戦してい

ただける人材を募集します。

今回の経験者採用試験は、これまで培ってきた知識・経験・実績を重視し、人物面や意欲

を直接確認するため、「個別面接試験」のみで実施します。公務員としての経験に限らず、民

間企業等で培った課題解決能力や実行力、柔軟な発想を市政に活かしたいという熱意のあ

る方のチャレンジをお待ちしています。

熱意と創意をもって、中間市のまちづくりに力を注いでいただける方を歓迎します。

◆求める職員像

変化を先取りし、市民の目線で考え、果敢に行動する職員

■中間市の求める人材

〇「仕事開拓型」の人材

常に問題意識を持って自ら考え、問題を発見して仕事を効率的に改善していくことが

できる積極的な人材

〇「協働」できる人材

市民との対話、交流を通して、市民の日常生活の身近な問題を市民の立場になって

感じ、共に考え、合意を得ながら仕事を進めることができる人材

〇「行政のプロフェッショナル」としての人材

プロ意識や高い専門性を持ち、最少の経費で最大の成果を出すための最良の方法を

常に考え、他者とのチームワークのもとに実行していける人材

〇「人間性」に富んだ人材

仕事ができるだけでなく、中間市職員として誇り高い倫理観・使命感を持ち、人権感覚

が豊かで住民の信頼と期待に応えられる、人としての豊かな人間性を持つことができる

人材

〇「チャレンジャー」であり続ける人材

「前例踏襲・事なかれ主義」といった停滞型の思考を捨て、チャレンジ精神と創造性を

発揮し、新しい課題や困難な課題に果敢に取り組み続ける人材
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１．試験区分・採用予定人員及び職務内容

２．受験資格 （日本国籍を有していない方は、消防職の受験ができません。）

※申込ができる試験区分は、一つに限ります。（併願はできません。）

●受験資格について

前記の受験資格があっても、次のいずれかに該当する者は、受験できません。

〔地方公務員法第１６条の規定に該当する人〕

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者

試験区分
採用予定

人員
職 務 内 容

一般事務職 １名 本庁又は出先機関において行政事務に従事します。

一般事務職

（ Ｄ Ｘ ）
１名

本庁又は出先機関においてＤＸ施策推進事業を中心として幅広

く行政事務に従事します。

土木技術職 １名
本庁又は出先機関において土木工事の設計、施工管理、維持管

理等の業務に従事します。

建築技術職 １名
本庁又は出先機関において建築物の設計、建築指導、施工管

理、維持管理等の業務に従事します。

消 防 職 １名
火災の予防及び水、火災の警戒防御並びに救急に関する業務

等に従事します。

試験区分 資 格 ・ 条 件

一般事務職
平成３年４月２日以降に生まれた人で、令和８年３月３１日までに官公庁において正規

職員として行政事務の職務経験が通算して３年以上ある人

一般事務職

（ Ｄ Ｘ ）

昭和４６年４月２日以降に生まれた人で、令和８年３月３１日までに民間企業等において

情報システムの企画、導入、開発、運用管理又はＤＸ推進業務の職務経験が通算して１

０年以上ある人

土木技術職

昭和５６年４月２日以降に生まれた人で、次の①又は②に該当する人

①高校又は大学で土木課程を履修・卒業し、令和８年３月３１日までに民間企業におい

て土木関連の職務経験（設計・施工管理・維持管理等）が通算して３年以上ある人

②令和８年３月３１日までに官公庁において正規職員として土木関連の職務経験（設

計・施工管理・維持管理等）が通算して３年以上ある人

建築技術職

昭和５６年４月２日以降に生まれた人で、次の①又は②に該当する人

①高校又は大学で建築課程を履修・卒業し、令和８年３月３１日までに民間企業におい

て建築関連の職務経験（設計・施工管理・維持管理等）が通算して３年以上ある人

②令和８年３月３１日までに官公庁において正規職員として建築関連の職務経験（設

計・施工管理・維持管理等）が通算して３年以上ある人

消 防 職
平成３年４月２日以降に生まれた人で、消防組織法に規定する消防吏員（福岡県内を

除く）としての職務経験が令和８年３月３１日までに連続して３年以上ある人
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・当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※次のいずれかの在留資格に該当する外国籍の人も受験できます。

・出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に定める永住者

・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平

成３年法律第７１号）に定める特別永住者

●外国籍職員の任用に関する基準について

「公権力の行使または公の意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには、日本国

籍を必要とする」という公務員の基本原則に基づき、中間市においては、外国籍の職員は次のよ

うな職務につくことはできません。

１ 公権力の行使にあたる職務について

「公権力の行使」にあたる職務とは、次のとおりです。

（１ ）市民に対して公益的な必要から市民の権利や自由を制限する内容を含む職務

（２）市民に対して義務や負担を一方的に課す内容を含む職務

（３）市民に対して義務の履行を強制したり強制力をもって執行する内容を含む職務

（４）その他公権力の行使に該当することとなる職務

〔「公権力の行使」にあたる主な職務の例〕

生活保護の決定、占用許可、立入検査、各種許認可、改善措置命令、税の賦課・滞納処分、

公害防止規制、都市計画の決定、建築制限、違反建築物取締、開発行為の許可、土地利用規

制など

２ 公の意思の形成への参画にあたる職について

「公の意思の形成への参画」にあたる職とは、中間市の行政について企画、立案、決定等の政

策形成に関与する職であり、原則として専決権限を有する課長以上の職及び代決権限を有する

課長補佐以上の職並びに本市の基本政策、人事及び財政等を担当する職が該当します。

外国籍職員の任用にあたっては、公務員の基本原則に抵触しない職であればつくことができま

す。専門的な特命事項を担当する課長級以上の相当職及び課長専決権限を全部は適用しない

出先機関の長並びに課長補佐相当職以下（本市の基本政策、人事及び財政等を担当する職を

除く。）の職（具体的には、主査、係長等）への昇任は制限されません。

３．試験日・試験内容・会場

試験日 試験区分 試験内容 試験会場（予定）

７月１３日（月）から

７月１７日（金）まで
全試験区分

【Ｗｅｂ方式】

適性検査

（約３５分）

自宅等で受検

※１

７月２５日（土）

土木技術職

建築技術職

消 防 職 個別面接試験

中間市役所

（中間市中間一丁目１番１号）

※２ ※３
７月２６日（日）

一般事務職

一般事務職（ＤＸ）
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※１ Ｗｅｂ方式にて適性検査を受検していただきます。検査結果を個別面接試験の参考資料とします。

※２ 個別面接試験の日時及び会場等の詳細は、別途通知します。日時及び会場が変更になることも

ありますので、ご注意ください。

※３ 案内の最終ページに会場地図を掲載していますので、参照してください。

４．受験申込手続

原則、「電子申請」により申し込んでください。やむを得ない事情により、電子申請による申込みが

できない場合は、総務課人事給与係へご相談ください。（申込み完了まで期間を要しますので、早め

にご連絡ください。）なお、窓口での採用試験関係書類の配布及び申込受付は行いませんのでご注

意ください。

申請方法についての詳細は、別紙「電子申請の方法」でご確認ください。

５．第１次試験

【第１次試験の流れ】を確認し、指定された日時に第１次試験（適性検査及び個別面接試験）を受

験してください。

第１次試験の案内通知及びＷＥＢ検査の案内メール （７月１０日に発送予定）

マイページへログインし、適性検査を受検 （７月１０日～７月１７日）

受験票及び面接カードを作成 （第１次試験合格通知に同封します）

※面接カードを中間市役所総務課人事給与係宛てに郵送【７月２１日必着】

個 別 面 接 試 験 を 受 験 （７月２５日及び７月２６日実施）

※作成した受験票を忘れずに持参してください。

合 格 発 表 （７月３１日に発表予定）

【第１次試験の流れ】

①

受験者には、７月１０日に受験票及び面接カードを同封した「第１次試験の案内通知」を郵

送するとともに、登録されたメールアドレス宛に「ＷＥＢ検査の案内メール」を送信します。

【第１次試験の案内通知について】 試験の日時及び会場の詳細は、この案内通知にて確認し

てください。また、案内通知には「受験番号」が記載されており、この受験番号で第１次試験の受

験及び合格発表を行いますので大切に管理してください。

【ＷＥＢ検査の案内メールについて】 案内メールには、「マイページＵＲＬ」、「ログインＩＤ」、「パスワ

ード」が記載されています。なお、ログインＩＤ及びパスワードの再発行は行いませんので、大切

に管理してください。

※「ログインＩＤ」及び「パスワード」は、それぞれ別々のメールで送信されます。
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６．合格発表及び採用までの流れ

（１ ）第１次試験の合格発表については、合否に関わらず受験者全員に文書で通知します。また、市役所前

掲示場に掲示するとともに、ホームページにも掲載します。

（２）最終合格者は、必要書類の提出後、試験区分ごとに中間市採用試験候補者名簿に登載され、原則と

して令和８年１０月１日に採用となります。

７．勤務条件

※メールの設定でドメイン指定受信を行っている場合は「@ibt-cloud.com」からのメールを受信

できるように設定を変更しておいてください。

※案内通知や案内メールが届かない場合は、至急中間市役所総務課人事給与係へ連絡してく

ださい。

②

メールに記載された「マイページＵＲＬ」から受検サイトにアクセスし、「ログインＩＤ」及び「パスワー

ド」でログイン後、適性検査を受検してください。（自宅等で受検可能）

【受検上の注意点】

（１）必ず期間内に受検してください。期限までに受検しなかった場合は失格となります。

（２）適性検査を受検する前に、必ず動作環境の確認を行うとともに、受検上の注意事項を十分

に確認してください。

（３）エラー等で正常に検査を終了することができない場合は、サイト内問合せ窓口（ＷＥＢテスト

サポートセンター）又は中間市役所総務課人事給与係へ問い合わせてください。

③
受験票及び面接カード（第１次試験の案内通知に同封）を作成してください。作成した面接カード

は中間市役所総務課人事給与係宛に郵送してください。【７月２１日必着】

④
試験当日は作成した受験票を忘れずに持参してください。試験を受験する際の服装はスーツで

なくても構いません。自身の個性が発揮できる格好で受験してください。

⑤

７月３１日に第１次試験の合格発表を予定しています。なお、日程が前後することもありますので、

常に最新の試験情報を中間市ホームページで確認するようにしてください。以降の流れについて

は、「６．合格発表及び採用までの流れ」を参照してください。

給 与

試験区分 学 歴 給 料 備 考

一般事務職

一般事務職（ＤＸ）

土木技術職

建築技術職

大 学 卒 245,800円程度
条例に基づき、給料と諸手

当を支給します。左記は３

年間の職務経験を加味し

た場合の参考額です。給

料については、学歴や経験

年数等の経歴により、規定

に基づく調整を行います。

短 大 卒 237,600円程度

高 校 卒 225,600円程度

勤 務 時 間
午前８時３０分から午後５時１５分まで

＊職場により勤務時間が異なる場合があります。

休日

休暇

土・日曜日、祝日及び年末年始は休日

この他、年次休暇、特別休暇などがあります。
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給 与

試験区分 学 歴 給 料 備 考

消 防 職

大 学 卒 258,100 円程度
条例に基づき、給料と諸手

当を支給します。左記は３

年間の職務経験を加味し

た場合の参考額です。給

料については、学歴や経験

年数等の経歴により、規定

に基づく調整を行います。

短 大 卒 245,800 円程度

高 校 卒 237,600 円程度

勤 務 時 間 原則として、交替勤務制（午前８時３０分から翌日午前８時３０分）

休日

休暇

週休二日制を実施

この他、年次休暇、特別休暇などがあります。

居住地

（住 所）

災害発生等の緊急時に対応ができるよう、原則として中間市又はその周辺に居住

していただきます。（詳細は採用時に説明いたします。）
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８．試験会場案内
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